
甲府駅南口駅前広場一般自動車待機場管理業務委託に係る質問及び回答

No. 項目 質問内容 回答 

1 個人情報取扱特記事項 第６条(8) 「本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉に

メールを送信する場合、当該メールの宛先にＢＣ

Ｃで送信すべきメールアドレスが１件以上含まれ

るとき」とありますが、通常のメールによる連絡・

報告等は、特別な対策をせずに行うことができる

と認識して良いでしょうか。 

当該規定は、複数の宛先へ一斉にメールを送信す

る場合に必要な対策を明記したものであり、左記

のように、通常受発注者間でやり取りするメール

を送信する場合には対策不要です。 

2 甲府駅南口駅前広場一般自動車待

機場使用料収納事務委託取扱要領 

第６条第１項 

収納金口座として、決済性普通預金口座を新たに

準備する必要があるということでしょうか。その

場合、金融機関の指定はありますでしょうか。 

収納金口座は本業務委託に係る収納金を集金して

一時的に預け入れるためのものであり、すでにこ

のような目的の口座があれば、新たに準備する必

要はなく、そちらで対応することも可能です。ま

た、金融機関の指定はありません。 

なお、委託開始日までに収納金口座を準備するこ

とができないなどの場合は、発注者と協議のうえ

その対応を決定するものとします。 

3 甲府駅南口駅前広場一般自動車待

機場使用料収納事務委託取扱要領 

第６条第２項 

「収納設備」とは、待機場の精算機と認識してよ

ろしいでしょうか。 

ご認識のとおり、待機場に設置されている精算機

を指します。 

4 甲府駅南口駅前広場一般自動車待

機場使用料収納事務委託取扱要領 

第６条第５項 

「県が発行する納入通知書」とはどのような書式

でしょうか。サンプルの公開をお願いいたします。 

従来の現金払込書とは異なるものでしょうか。ま

た「指定する期限までに」とありますが、具体的に

教えてください。 

納入通知書の様式は別添のとおりです。 

「指定する期限」とは、県が発行する納入通知書

に記載された納期限を指します。なお、納期限は、

県が納入通知書を発行した時点からおおむね 25

日程度を設定しています。 
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収納金の支払いに伴う手数料が発生する場合、そ

の費用は受託者の負担でしょうか。 

収納金の支払いについて、県が発行する納入通知

書により、同通知書裏面に記載された金融機関で

払い込みを行う場合には、手数料は発生しません。

一方、同通知書裏面に記載された金融機関以外に

納付書を持ち込んで支払う場合には、手数料が発

生します。その場合の手数料は受託者の負担にな

ります。 

5 甲府駅南口駅前広場一般自動車待

機場使用料収納事務委託取扱要領 

第６条第６項 

規則第 45 条とありますが、財務規則第 45 条とし

た場合、待機場の精算機から現金を収納し、原則

翌日までに収納金口座に預け入れることになりま

すが、その際に手数料が発生する場合、その費用

は受託者の負担でしょうか。 

「規則第 45 条」とは、山梨県財務規則第 45 条の

ことを指します。 

収納した現金を収納金口座に預け入れる際に手数

料が発生する場合、その手数料は受託者の負担に

なります。 

手数料の有無や金額等の取扱いは、金融機関ごと

に異なりますので、受託者が収納金口座を用意す

る金融機関の情報を別途ご確認ください。 
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